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円卓討論会II新 会社法で会社経営はこう変わる

1新 会社法の狙いと課題
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諏訪部 それで はも う一段掘 り下げま して、新 しい会社法 の課題 とか問題 を探 りた

い と思います。 とくに会社法適用に際 しての留意 事項 とか、対応 を迫 られ る課題 と

かについて、現段 階で明 らか になっている ことを中心に議論 したい と思います。新

しい法律 ですので、色 々 と未整備 な ところ もある と思いますが、考 察のポイ ン トと

なるものをでき るだけ整理 してお話頂 けれ ば と思います。

なおここか らは、関 口先生始 めフロアの皆様 にも自由に議論 に参加 していただき、

デ ィスカ ッシ ョンを実 りあるものに したい と考 えてお ります。 ご協力 のほ どお願 い

致 します。それ では、照屋先生いかがですか。

照屋1つ はい わゆる旧商法 にな りつつ あ ります が、や は り旧商法 に対す るノスタ

ル ジア を感 じます。 私は昭和の時代 を生 き抜いて きた団塊 の世代です が、私 な どは

はや り商法 が大変好 きだったよ うに思います。

我 々は企業会計の制度論的研 究 を続 けて、現在 では大学 の教壇 で若 い学生諸君 に

対 して教 える立場 になってお りますが、20歳 代後半か ら40歳 代前半までは、商法 と

い うもの と企業会計の本来 のあるべ き姿 と両者 の制度 的違 いをできるだ け、理論 的

に も実践的にも比較考察す る ことに多 くの努力 と時間 を投入 してきま した。 その よ

うな制度研究が我が国の会計制度の発展 とそれ に支 え られ る企業経 営の健全 な発達

に とって極 めて重要な こ とと考 えたか らであ ります。

旧商法か ら新会社法への移行 の過程 で、商法 の条文 とか、規定の仕 方 に対す る親

近感 とい うもの が依然 として残 ります。 そのよ うな商法規制 の伝 統か ら分かれ るの

がつ らいな とい うのが1つ の実感 です。例 えば、漢字 とカタカ タ との組 み合 わせ に
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よる文語的 な表現に長年馴染んで きていますので、い よい よ自分の時代 も過去 にな

るな とい う気持 ちが密かに湧いてきます。何 も科学的 な意味を持たない思いですが、

新会社法 のお話 を取 り上げた この場 で率直な ところを披渥す ることをお許 しいただ

きたい と思 います。

先 ほ ど斉藤先生が、東京証券取引所 の上場基準では、黄金株 を発行す るよ うな会

社 の場合 、上場審査 を取 り消す とい うこ とをおっ しゃ しま したが、金融庁では 日程

の条件 をク リアすれば発行 できるよ うになってお ります ので、上場以外の企業 で、

例 えば 中小会社の場合 、親戚縁者 な どの内輪(非 公 開)で 将来会社 をず っ と経営 し

てい きたい とい う場合 は、黄金株 を発行す るか も しれ ませ ん し、今後色々 と広 がる

と思います。

企 業組織 の再編 を行 うことによって、厳 しい経 営環境 に耐 えるよ うな経営基盤 を

構築 し、合理的 ・機 動的に対応 す る とい うのが、本来会社法 におけ る様々 な規制緩

和や撤廃 の狙 いです。 そ うい う意味では、中小会社 であって も、今後 自分の会社が

維 持発展 を し、競争社 会で勝 ち残 ってい くとい う積極的 ・戦略的な意図 を持 って経

営 に取 り組 んで欲 しい と思 います。

中小会社 の経営者 にあって も、過剰 な防衛 に走 るこ とな く、すなわち安易 に株式

譲渡制限を導入す るこ とがないよ うに、む しろ企 業価値 の増大 を積極的 に図 ること

によって、公開会社 として社会か らの信頼 を得て、資金 の調達 とか社会にお ける様 々

な評価 を高めてい くこ とを 目指すべ きである と進言 したい と思います。 この よ うな

経営者 のスタンスがまたフィー ドバ ック して、マーケ ッ トにお ける市場価値 を増大

してい くことに繋が ります。

この ことは企業業績 や付加価値 の増 大に繋がってい くとい うことを踏 ま えた上で

の経営者 の選択な り、意思決定な りになって欲 しい と申 し上 げたい と思います。 こ

の会社法の狙い とい うものを取 り違 えないよ うに、経営者 や経営にかかわる管理者 、

また、 これ か ら経営 を理解 しよ うとす る方 々にこの ことを強調 したい と思います。

2新 会社法の活用

諏訪部 あ りが とうございま した。照屋先生には商法 とかな り親 しんで きた ノスタ

ル ジアや思いが あった よ うです が、はや り時代 がかな り変わ っています ので、そ う

い うよ うな ことを進 めていな けれ ばな らない ことだ と思い ます。その他 に経営 の戦

略上、や は り過剰 な規制 に走 らないで時代のニー ズに沿 った、価値創造 に繋が るよ
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うな1つ の経営戦略が必要 だろ うとい うことだ と思い ます。

それ では、次 に斉藤先生の方 か ら、会社法の持つ課題や、われわれ が留意すべ き

問題 点にっいて、お気づ きの こ とがあ りま した らお話頂 きたい と思います。

斉藤 先 ほ ども申 し上 げま した よ うに、 この会社法 は基本的 に大 ・中 ・小会社 とい

う会社規模 に基 づ く区分 が基本 的にはな くな りま した。基本的 には株 式会社 とい う

形で一本化 され ています ので、会社 の規模 によって この合 同会社 を上手に使 うこと

が今後 の課題 か と思います。

とくにベ ンチ ャー企業 といい ますか、1つ の ノ ウハ ウを持 って、それ が非常 に市

場性 のある場合 、約5年 で東京証券取引所(東 証)の マザーズ市場 に上場 できます。

それ こそ、 自分 の知恵 と能力 と努力 があって、5年 で上場会社 を作 る。株 式大公 開

時代 といいますか、大冒険時代 といいます か、実力や能力 のある者 に対 しては何 と

もこれ以上ない時代が来た とい う印象です。そ うい う人達が新 しい時代 の経済を引っ

張ってい くことが求 め られ る時代 にきたのではないか と思 います。 この会社 法はそ

の よ うな ことを支援す ることを 目指 しているのだ と考 えてお ります。

ただ、株式会社 に一本化 され ます と、街 の商店や 規模 の小 さい会社 は、株 式会社

よ り先ほ どお話 あ りま した有限会社 に した方 がいいのではないか、 と考 えてお りま

す。 さらに個人 でや った方が税制面では有利で はないか と思 います。 とくに利益処

分 とい う考え方 が この会社法 ではな くなってお ります。剰余金 を処分 して株 主資本

等の持分変動計算書で、総会 の決議で利益処分 ができます。

従来、役員賞 与は税金がかか ります。 これ はいわゆる利益 の処分 にな ります。今

後、 これ はかな り税収入 にもな りますので、依然 として役員 の賞 与につい ては剰 余

金の処分ではないか とい う主張をす るのではないか と考 えてお ります。法人 の場合 、

二重課税 となる ことを考 えます と、必ず しも法人 でや った方がいいか どうか、個人

企業 の方 がいい のではないか と言 う考 え方 もないわ けではないのです。 この よ うな

総合的な判断 に基づいて、今後 この会社法の ことを注視す る必要がある と思います。

いずれ に しま して も、かな りアメ リカナイズ された、強い ものが勝つ社会、また、

能力 のあるものが引っ張ってい く社会が到来 してい るのではないか と思います。

諏訪 部 あ りが とうございま した。確 かに企業 の規模 で大 ・中 ・小の 区別 がだんだ

んな くなってきてい るよ うに思います。 とくにベ ンチャー企業 は5年 でマ ザーズ上

場 ができる とい うこ とで、経営力 が非常 に伸 び るとい うこ とが判断 されれ ば、 どん

どん株式公開 してい くとい う時代 になった と思います。それは一方 で、非常 にア メ

リカ的な土俵 に乗 る と言 うことで、色 々 と日本的なスタンスか ら離れ てい くとい う
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こ とを考 えていかなけれ ばな らない とい えま しょ う。

次 に移 りたい と思 いますが、今 回制定 された新会社 法の 中で、上場会社 か非上場

会社 か とい うこ とが規制 の点で非常 に大 き く分かれ るのですが、そ の際に、先ほ ど

ご説 明のあ りま した株 式譲渡制 限会社 を選択す るか、それ とも公 開会社 として運 営

す るか とい う判 断が重 要になって くる と思います。 この辺の基準 とい うのは、 どう

い う形 で判断 した ら合理的 とい うか、有利 なのか とい うこ とについて、何 かご意 見

があ りま した らご教示 くだ さい。斉藤 先生か らいかがで しょうか。

斉藤 現行の商法 を見 ます と、ほ とん どの株式会社 は株 式譲 渡制限会社 です。有 限

会社 は もとも と非公 開会社 として設立 され運営 され るこ とを特徴 としています。将

来 的に上場 を考 えるか考えないか、上場がかな り見 えて きた時点で定款 を改正すれ

ば、いいわ けです。す なわち、上場会社 でや っていこ うか とい う判断がついた時点

までは、株式の譲渡制 限を した会社 としてや っていった方が無難で はないで しょ う

か。 そ うすれば、敵対 的買収 に対す る防衛 等を、当面は考 えな くて もいいわけです

か ら、そ うい う意 味では譲渡制 限付会社 とい う判断 をすれ ばいい と思います。

3株 式会社の最低資本金

諏訪部 それか ら、役員賞与等 について も剰余金 とか、処分の細かい ところにっい

て も触 れていただ きま したが、資本金1円 で も会社 ができ る と、 この辺 に色 々 と課

題 が出て くる と思います。現行 の商法で は、株 式会社1,000万 円、有限会社 は300万

円とい う最低 資本金 が規定 され ています が、資本金が名 目的に1円 とか、2円 とか、

そ うい うこ とにな ります と、企業 とい うものを どの よ うに判断す ることができ るの

か。 この辺 を少 しご説 明頂 きたい と思います が。

斉藤 ある商工会議所 でのベ ンチ ャー企業 育成講習会 で、ち ょ うど50人 ほ ど集 ま り

ま して、その時に1円 会社 とい うものがで きるか ど うか、1円 で本当に仕事 ができる

のか どうか とい う話 を した ことがあ ります。 事務所 を1つ 借 りるに しても保 証金 を

払 わなければな りませ ん し、機械 を入れ るに して もある程度 ま とまったお金 を、例

えば出資者集 めてや る必要があ ります。事業活動 にはある程度の資金が必要 ではな

いか と思います。

1円 とい う話です けれ ども、現金 は1円 で も現物 出資 とい うものがあ ります。 出発

点 は1円 、それ は 目印 的な意味 しかないのです。 資本 そ の ものが 目印ではな くて、

継 続 してい く過程で資本金 を増やす ことがで きますか ら、最初の出発 点 としての1
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円会社は あるか もしれませ んが、実際1円 企業 は存続 しえない と思い ます。

諏訪部 役員 賞与 とか、税制面 で多少改正 され なければな らない ところもあるか と

思いますが、そ うい うものは 目安的 には どうで しょ うか。

斉藤1円 の資本金 とい うこ とにな ります と、確 かに現在 の税制上の 区分が1,000万

円を基 準に してい ます。例 えば、交際費 な ども資本金1,000万 円を基 準 に してお り

ますが、1円 だか らどうの こ うの とい うこ とはない と思い ます。税制 上では1円 とい

うものは必ず しも優遇処理はない と思います。

諏訪部 照屋先生 は、 この辺 の最低資本金制度 についての問題点 とか、課題 にっい

ては ど う思います か。

照屋 税制 とい うものは詳 しくは承知 してお りませんが、最低資本金制度 が導入 さ

れたのは、 ご承知 のよ うに1990年(平 成2年)の 商法改正で初 めて最低資本金 制度

とい うものが規定 されま した。それ までは、実質的な最低資本金制度はあ りま した。

当時は、一株500円 で発起人 が7人 で したので、3,500円 で した。

これ が、1990年 の商法改正で最低資本金 制度 を設 けて、5年 間 とい う猶予期 間が

あ りま した けれ ども、1,000万 円に引き上 げ られ ま した。最低資本�1,000万 円は 中

小規模 の会社 に とっては、非常 に高いハ ー ドル だ と思い ます。 つ ま り、1,000万 円

プ ラスそ の他の設 立費用がかか るわけですか ら、中小の会社 はなかなか事業 を起 こ

す ことができなかったわけです。 商法が強行 法規 とい うこ とで、中小規模 の会社は

仕方な く最低資本金 の1,000万 円を設 立時 に用意 した とい うこ とです。

もちろん、商法 の論理 はあ ります。 それ は債権者 の債権 を担保す る具体 的な財産規

定 として、 この1,000万 円の資金 を企業 内に原則 留保す る方式 を採・用す るこ とにな

りま した。 も し会社が債務超過 に陥った場合 には、 これ を取 り崩 して対応す ること

としま した。 いわゆ る支払 能力の担保 と して1,000万 円が最低 必要 だ とい うこ とで

した。

ところが 、新会社法 は、企 業が 自由に経営 を行 って、事業活動 を活発 に行 い、そ

うい う意味 での創業 をな るべ くしやすい よ うに、最低 資本金1,000万 円 を廃 止 し、

極端な言い方 をすれ ば、資本金1円 で年商500億 円もあ りえるわけです。それ を可能

にす るために、最低資本金制度が事実上債権者 の債権の担保 にす るた めの、絶対的

な要件 として必要 なのか会社法は改めて考 えた とい うこ とです。

その結果 、事実上資本金 まで割れ てい る よ うな欠損会社が多い実情 の中では、事

実上 この規 定は有名 無実化 してい るわけです。事 実上の欠損です か ら、返済能力は

ないに等 しい とい うこ とにな ります。実際 はその よ うな状況なの に、名 目上 はまる
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で資本金1,000万 円が ある よ うな形 で、貸借 対 照表 にオ ンバ ランス させ る とい うこ

とは、実質的に債権者 の債権 を担保す る機能 と しては無意味 なこ とにな ります。

それ な ら、実態 に合わせ て、中小企業 の規模 に合わせ て、最低資本金制度 を廃止

す るこ とに しよ うとい うこ とにな りま した。そ して、斉藤 先生 のお話 のあ りま した

よ うに、最低資本金 を絶対 的な要件 とす るのではな く、選択肢 として今後事後拡大

に合 わせ て増や してい くとい うことに したわけです。事業 を どん どん起 こ し、そ し

て拡大 してい く、 とい うこ とを支援す るアプ ローチ を新会社法 は選択 した とい うこ

とです。

諏訪部 照屋先生 には最低 資本金制度 の設定 と廃止の経緯 を詳細 に説 明 していただ

き、 あ りが とうございま した。

4会 社法と消費税法の関係

諏訪部 時間の制 限もあ ります ので、 この辺 で ご参加 の皆 さんか ら、疑 問や質 問な

どがあ りま した ら、伺いたい と思います。皆 さんの参加 を得て、 さらにデ ィスカ ッ

シ ョンを深 めたい と思います。質 問のあ る方 は手 を挙 げて頂 きま して、お名 前を教

えて くだ さい。 宜 しくお願 い致 します。

三森れ い子 税理士の三森 と申します。照屋先生の大学院研 究室で院生 としてっ い

2～3年 前に会計学 を学びま した。先ほ ど斉藤先生がお答 えになった ことについて、

私 も税理 士です ので、 ち ょっ と気 になってお りま して質 問致 します。例 えば、資本

金が1,000万 円 とい うことを基準に色々 と税制上の恩恵 を受 けた り、受 けられなかっ

た りす るわけですが、寄付金や交際費 に して もそ うです。 消費税 の場合、現行 です

と1,000万 円以上であって、設立 して2年 間は課税 を免除する ことになってお ります。

これか ら税制上 は ど うい う形 になるので しょ うか。

諏訪部 あ りが とうござい ま した。斉藤先生、ただ今 のご質問に対す るお答 えはい

かがで しょ うか。 よろしくお願 いいた しします。

斉藤 消費税 の問題 です が、売上高 を基 準 に1,000万 円、非課税 の適用 を受 けるの

に3,000万 円です。 これは売上高 を基準 に した ものです。 設 立の段 階での消費税 の

課税 の適用 を受 け るのは、確 かに1,000万 円 とい うものがあ ります。従来 の株式 会

社 です と、1,000万 円です ので最初 か ら消費税 がかかるわけです。

消費税 については、最低課税 基準 とか、税率 を上 げよ うとす る時期ですか ら、今

の ところ、 この基準が変わ る とい う話は聞いてお りませ ん。 ただ、消費税 にっ きま
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しては、今後、直間比率 の見直 しが出て きてお りま して、直間比率の改定 とい う考

え方 か らします と、いずれ消費税 は上が るのではないで しょ うか。非 常に流動 的な

話 です が、1,000万 円 とい う基準が変 わる ことはない と思います。

なお 、消費税 以外 には、税 法上小会社 と大会社 とい う区分 はあ ります が、かつ て

は5,000万 円を区分金額 にす る考 えの下で 、その よ うな規定 があ りま した。 それ が

だんだん経済 に規模 が拡 大 し、現在で は1億 円にな ってお ります。 ただ、制度 の話

です ので、非常 に流動的 な話にな ると思います。

諏訪部 三森 さん、今 の答 えで よろ しいで しょ うか。

三森 あ りが と うございま した。新会社法 は来年 の5月 か らの施行 とい うこ とです

ので、税 法 との擦 り合 わせがで きていない ところがた くさん ある とい うことで解釈

して よろ しいで しょ うか。

斉藤 施行期 間は1年 半以内 とい うこ とになってい ます ので 、その期 問で法務省 令

が出て きます。先の会計基準 とい うことで照屋先生 の ところで も少 し話 に出ま した

が、会 計慣行 の掛酌規定 とい うものが変 わ りま した。従 って、 この よ うな内容上 の

変更があ ります し、現段 階では法務省令が 出て きませ んので、税 法は一種 の強行法

規です ので、商法の変更 があればそれ に伴 って変更 され るものです。

税法 は あくまで も実態経済 を反 映 して、課税所得 があるか どうかを判 断す るもの

で あって、当然の ことなが ら簿法 た る会社法の改正 、 もしくは制定は100年 に1回 く

らいの大改正 ですので、相 当時間がかかる と思い ます。遅 くて来年 いっぱいの期 間

が必要 の よ うに思 います。施行 の来年5月 、そ して恐 らくその後何 ヶ月 の間 に法務

省令、 あるいは施行令 が出て くる と思います が、法務省令 が出て きた時 に色 んな問

題 が出て くるのではないか と考 えてお ります。

三森 あ りが とうございま した。

関 ロ博正 基本 的な考 え方だ け理解 して ほ しいのは、税法会計 とい うのは、1,000

万 円 とい う基準で多 くの計算的基礎 ができてお ります。 当然 資本金1,000万 円 とい

うの は変わ ります ので 、それ に伴 って資本金1,000万 円を基 準 して設 定 され た様 々

な措置 は、 目下改訂すべ く制度設計者 の方で鋭意検討 してい る ところだ とい う理解

でいい か と思います。

です か ら、必要 に応 じて変 える、つま り、資本 金1,000万 円 とい う制度 を外 しま

した ので、それ に伴 って必 要に応 じて変 更 してい く作 業を現在行 ってい るとい う具

合 に理解すれば よいのではないか と考 えます。

諏訪部 そ の他 にあ りませ んか。 はい、お願 い します。
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5会 計参与制度とその効果

山崎松雄 平塚商 工会議所 の山崎 と申 します。今 回の改正で一重要 な ことは有限会

社 の廃止だ と思います。 それ との関連で会計参与 を設置す るこ とができる制度 が新

設 され ています。 ある先生 に聞いたのです が、会計参与制度のメ リッ トについて話

があ りま して、まず大 きなメ リッ トは、資金調 達の際に金融機 関な どか ら信用供与

上の優遇処 置 を受 けることがで きる とい うもので した。

会計参与のメ リッ トとしては各種の ものが考 え られ ると聞いてお ります。す なわ

ち、1)資 金調達の際 に代表者 は連帯保証 を しな くて も済む、2)大 手 の取 引先か ら信

用 され る、3)コ ンプ ライア ンスが評価 され る、4)社 長が本 業に集 中できるので、業

績 ア ップが期待で きる、5)社長 が会計参与か ら原 則的な経理情報が提示 され る、 さ

らに、6)IPOを 目指 してい る企業 は、会計 監査人 による監査がい らない と、い うよ

うな ことを挙げ ることができ ると思います。

先に斉藤先 生か ら、税理士 と して会計参与 をあま り引 き受 けた くないよ うな意味の

話があ りま したが、上記で挙 げた よ うなメ リッ トについて先生は どの よ うにお考 え

で しょ うか。

諏訪部 あ りが とうございます。会計参与 とい うのは新 しい制度 にな りますが、 こ

れについての メ リッ トやデ メ リッ トが色 々あるよ うです。 これ につ いて斉藤先生か

らお話 を頂 きたい と思います。

斉藤 今、プ ラスのメ リッ トを頂 きま したが、会社 に とっては会計 に関す る知識 の

ある方がいな くても済みます ので、私達 も内容面 に関 してはいい と思います。ただ、

若干 問題 があ ります。 問題 の核 心 は、今 は引 き受 けた くない とい うことです。会社

の業績が よく、 しっか りしてい る社長 がい る場合 は問題 ないです が、問題 はお引き

受け した後 、その社長 がな くなった場合 に非常に深刻 な問題 が出て くる可能性が高

いのです。

中小企業 の場合 、社長が非 常に大 きな役割 を果 た します。2代 目でだ めにな る場

合 もかな りあ ります。 そ うい った意味で現在 の社長 が亡 くなった後 が問題 にな りま

す。 です か ら、2代 目にな って会計参与 を断 るこ とが難 しい、現実的 になかなか難

しいです。 また、 これ は定款記 載事項 です し、登記事項です ので、一旦辞任 を した

場合で も、次 の内定者 がいない場合 は、定款 に名前 が残って しまい ます。 あるいは

登記事項です ので、 こち らが勝 手 に登記変更 して もまずわけです。
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そ うします と、 自分 は辞表 出 して辞任 して も登記 は残 っています。 こ うい うこ と

まで考 えます と、会計参 与を引き受 けるとい うのは、それだ け リスクを負 うとい う

ことにな ります。それだけ会社 に対す る信頼性 がない とだめで、そ うい う意味で会

計参与 に対する制度の今後 の展 開には疑問が残 ります。

照屋 この件について私 にも一言発言 させ て くだ さい。税理士 さんはそ うい うメ リッ

トと リスクがあ ると思いますが、私の立場 か ら言 います と、 この会社法が新 しい制

度 と して会計参与 とい うもの を新設 して、 中小会社 について経営意思決定 の透 明性

を高め、デ ィス クロー ジャーの充実 を図 ることを強 く目指 しています。

第一線で活躍 してい る公 認会計士や税 理士お よびそ の法人の先生方 にきちん と指

導す る覚悟 をもつて頂 きたい と思います。 こ うい うリスクをこれ か ら専門家 として

負担 し、 この会社法 の趣 旨を十分 に理解 して我が社会 において 中小企業経営 が活発

に展 開す ることで支援 して欲 しい と思い ます。

中小会社 が企 業財務 内容の適切 なデ ィス クロージャー を しっか りや り、いわゆる

コー ポ レー ト・ガバナンス(企 業統治)と か、コンプライ アンス(法 令順守)を しっ

か りで きるような指導 を して頂 きたい。私の立場 では、こ うい う専門的指導 を==

線の会計職業人 として しっか り担 って頂 くことをここでお願 い したい と思 います。

関口 私は斎藤 先生の意見 に近い立場 です。実 は会計 の専 門家 として指導 的な役割

を果たすの も大切です が、ただ、 これ は時間、金 、努力 がかかる問題 で して、大会

社 の汚職事件 にも公認 会計士 がかかわってい る場合 もあ ります。実は 中小会社 の場

合 は、税法に もっぱ ら頼 ってお りま して、税法 に違反 しなけれ ば何で もいい よ とい

うのが実態です。

会計参与 に課せ られた現実的な責任 の重 さは、指導的な役割 を期待 され るほ どの

時間が伴 ってい るか ど うか、そ して、それ に伴 う報酬が あるか どうかにかかってい

る と思 います。 この よ うに考 えます と、や は り現段 階では中小企 業の会計参与 を引

き受 けることに相 当の慎重 さで臨まなけれ ばな らない と思い ます。

従 って、会社法で新設 され る会計参与制度が、法の期待す る よ うに多 くの中小会

社 に導入 され て、発展 してい くか とい うと、責任の重 さに伴 う十分 な見返 りがない

と実行す るのは、難 しいのではないか と私 は思い ます。

6財 務公開制度のアンバランス

諏訪 部 若杉先生、今 回の会社 法に関 して大分色 々 と思いが あるよ うですが、いか
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がで しょうか。

若杉 明 若 杉 と申 します。 時 問 も迫 ってお ります が、1点 だけ明 らかにできれ ば

と思い問題提起 したい と思い ます。有限会社の場合 は、決算公告 の義務がないわけ

ですが、合 同会社 な どの持分会社 に しま して も、デ ィスクロージ ャーの義務 があ り

ません。 当然監査 を受 ける必要 もない。そ して、会社法の適用後 は新規 に有 限会社

を作れ ませ んので、現在の有限会社 が特例有 限会社 として存続す る ことにな ります。

そ うします と、株式会社 といって も実質的 には有限会社の よ うな場合、片方はデ ィ

スク ロージ ャー の義務 があ り、片方はそれがない とい う状況が生 まれ ます。デ ィス

クロージ ャーがあるのは非常 に歓迎 します けれ ども、それがない方 は非常に問題 あ

るのではないか と思います。恐 らく決算公告 を課 さないのは、経営者 に負担 をかけ

ないで、事業経営 に頑 張って も らいたい とい う趣 旨だ と思います。 しか し、中小企

業 を守 るには中小企業同士が しっか りしない とい けない と思います。デ ィスクロー

ジャーをきちん とや らない と、中小企業その ものが損害 を被 ることがあ ります。

卑近 な例 を挙 げます と、数年 前 に私 が関係 していた会社 で、600万 円ほ ど注文 を

もらいま した。 中小規模 の会社 ですので、非常に大きな注文ですね。喜んで納品 し

ま した ら、その会社は翌 日には倒 産 して しまったのです。つま り、決算公告 しませ

ん ので、そ の会社の財務 内容 に透 明性 がない。 その会社の内部 の情報 を全 く解 らな

い わけです。

結局、中小企業 を潰す のは、 この よ うな状況 下に置 かれた中小企業 とい うことに

な ります。 この状況で片方 には、デ ィスクロー ジ ャー しな くて もいいので経営に専

念 しろ といい、片方 には しっか り公 開 しろとい うのは、アンバ ランスで可笑 しい と

思います。 同 じよ うな会社で あ りなが ら、バ ラ ンスを欠 いた制度 に して しまったな

と私 は思い ますが、その辺はいかがで しょ うか。

照屋 若杉先生 には重要な点 をご指摘頂き、あ りが とうございます。 も う時間も残

され てお りませ んので、簡潔 に考 えてい るところを述べ たい と思います。

先生 がお話 され たのは、会社法規定の もつ アンバ ランスだ と思いますが、冒頭 で

も申 し上げま したが、会社法 と しては基本的 には中小会社 に対 して も厳格 に財務情

報 の開示 を行 な うことを求めている と思います。そのために、 中小会社 に様 々な緩

和措置 を しな くてはな りませ んので、例 えば、 中小会社 の会 計指針 では、大会社 と

同 じよ うな厳 しさを求 めてはいますが、い くっかの選択肢 を与えてい るとい うこと

が配慮 され ています。

そ して、 中小会社 に対 してはデ ィス クロー ジャーにっいて厳格 な形で公 開を求 め
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ていませ ん。ただ、規模 を問わず、経 営の弾力性や透明性 を求 めてい るのが会社法

の趣 旨だ と思い ます。

若杉 いまの説 明は株式会社 の場合での 中小会社 ですが、非株 式会社 の場合 は ど う

で しょうか。

照屋 非株式会社です と、それ は持分会社 を構成す る3つ の会社形態 の場合 とい う

ことにな りますが、会社法では、それ らの会社 に対 して必ず しも厳格なデ ィスクロー

ジャー を求 めてお りませ ん。材 も内容 を公 開 しな くて もよい との立場 で、様 々な規

制 は株 式会社 と違 う形 とな ります。その際、 どの会社形態 を選 択す るかは当該会社

の任意 とい うこ とにな ります。社員総会や経営者 にお いて、最 も合理 的で有利 な会

社形態 を選択す ることが求 め られ ます。 もちろん、その選択決定 に伴 うリスクは、

最 終的 には当該会社 が負 うこ とにな ることは言 うまで もない こ とです。

若杉 そ の点は よ く理解で きますが、それがバ ランスを欠いた立法 となってい るの

ではない か と考 えています。 同 じよ うな中小会社 であって も、株 式会社 の形態 を と

らなけれ ば、デ ィス クロー ジャー しな くてもいい とい うのでは、 中小企 業全 体に対

す る社会 の信頼 は確保 され ないのではない で しょ うか。

中小企業を守 るのも中小企業ですので、中小企業を守 るためにはデ ィスクロージャー

が求め られ ない 中小企業 に対 して、必要 な財務 内容開示 、または監査 な どを通 じて

企業の信頼性 を担保 す るよ うな ことが必要 だ と思い ます。

諏訪部 時間にな りま した。 もっ と議論 したいのですが、本 日は時間があ りませ ん。

ここでの照屋先生並び に斉藤先生 の基調講演 と円卓討 論会 を通 じて、新会社法 を巡

る様々な論点が提 出 され ま した。我 が国の新会社法 は、まだ来年 の5月 まで に政令 ・

省令 の制定 な ど色 んな ことが残 され てい ます。 これ を よく理解 して、その変化 を ご

自身 の状況 で有効 に活用 して頂 きたい と思います。

本 日は どうもあ りが とうございま した。 これで 円卓討論会 を終 了致 します。

関ロ 本 日は長時 間にわた りま して ご清聴 くだ さ り、 ご参加 の皆 さまに心 よ り感謝

申 し上 げます。 あ りが とうござい ま した。 中小企業の経営は この会社法で大 きく影

響 を受 けるわけですが、ただ、現状 をみます と、大 きな変化 と言 いなが らも現実的

には来年 の5月 以降の適用 とな ります ので、十分な学習 と準備 の時間が あ ります。

実際 には、この会社法 の立法に直接携わ った関係者以外の多 くの皆 さんは、同 じ

ス ター トライ ンに立 っているわ けで して、 これか らも施行令な ど必要 な政令 の制定

や公表 が続 くこ とにな ります。本 日のフォー ラムでの成果 を踏 ま えて、今後 とも引

き続 き1に 勉強 したい と思います。 国際経営研 究所 の今年度の国際経 営 フォー ラ
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ムは 、 これ で全 プ ログ ラムが 終 了 とな ります 。 本 日は誠 にあ りが と うご ざい ま した。

【付記 】 本誌載録 の基 礎資料 となった録音テープ を丁寧 に起 こす作業 に協力いた

だ いた国際経営研 究所 の客員研 究員 金 宇烈氏、お よび 国際経営 フォー ラ

ムの運営 に全面的に協力頂いた同客員研究員 大田博樹氏 に感謝 申し上げる。

載録 に伴 う文 責はすべ て照屋行雄 に帰属す ることを明 らかに しておきたい

と思 う。
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